
　・売買、贈与、交換
　・貸し借り
　・競売、公売
　・特定遺贈（相続人以外）

　以下の事由の場合は、農地法第３条の許可を必要としません。
　・相続（※登記手続き完了後に届出が必要です。）
　・時効取得
　・包括遺贈

～手続きの流れ～

許可書の交付
　農業委員会総会で許可され、許可書の準備が整い次第、お電話で連絡
します。受領印を持参し、窓口までご来庁ください。（熊取町役場北館２階
産業振興課）

　※不明な点は、熊取町役場産業振興課（農業委員会）までお尋ねください。
　TEL　０７２－４５２－６０５０

農地法第３条許可（耕作目的での農地の権利設定・移転）手続きについて

申請書の提出
　申請書を窓口にご持参ください。（熊取町役場北館２階産業振興課）
　受付は、毎月２０日が締切日となります。締切日が休日・祝日にあたる場
合は、直前の役場開庁日が締切日となります。

申請内容の審査
　農業委員会事務局で申請内容の審査を行います。必要に応じて追加書
類の請求を行う場合があります。また、地元農業委員による農地の現地確
認等を行います。

農業委員会総会で
の審議

　農業委員会総会で、許可・不許可の審議を行います。
　農業委員会総会は、概ね毎月月初に開催しています。

事前相談
（申請書の入手）

　窓口に来庁いただき、取得しようとする農地やご自身の耕作状況等につ
いてご相談ください。（熊取町役場北館２階産業振興課）
　相談内容を踏まえて、許可に必要な条件や申請に必要な書類の説明を
行います。申請書等については、ホームページからダウンロードしていただ
くか、窓口でお渡しします。

申請書の作成
必要書類の確認

　申請書等の作成をしてください。
　ご不明な点がある場合は産業振興課農業委員会担当へお尋ねください。
（TEL０７２－４５２－６０５０）

　耕作目的で、農地の権利を移転又は設定しようとする際、以下の事由の場合は農地法第３条の許
可が必要となります。※許可には、農業経営の状況及び通作距離等からみて、農地を効率的に利用
すること、常時農業に従事すること等の要件があります。


